
東京くらし方会議（第５回）

令和５年１０月１３日



１．東京くらし方会議のこれまでの開催状況等
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■ 第１回会議（令和５年３月28日）

これまでの開催状況

議 題：働き方や生き方に関わる国の税制や社会保障制度・企業の現場や家庭も含めた状況 等
プレゼン：「ダイバーシティが尊重されるインクルーシブ社会の形成」【炭谷委員】

「配偶者の給与収入の増加に伴う世帯の手取り額の変化について」【森信委員】

■ 第２回会議（令和５年５月22日）

議 題：東京で暮らして働く上での課題（女性の働き方をめぐる制度等）
プレゼン：「多様な生き方・暮らし方・働き方を支える社会保障のあり方と『作り方』について」【笠木委員】

「連合東京の課題認識と課題解決に向けて」【斉藤委員】

■ 第３回会議（令和５年６月20日）

議 題：女性が活躍するための働き方・職場づくり
プレゼン：「東京スマート2030 ｰ東京から日本の働き方・くらし方を変えるための提案ｰ」【水町委員】

「欧米主要国の多様な働き方」【村田委員】

■ 第４回会議（令和５年８月30日）

議 題：経営戦略としての女性活躍
プレゼン：「『日本で女性が活躍しない本当の理由』と『女性活躍と少子化解決を実現するために

東京都がすぐ実現すべきこと』とは。」【小室委員】

「多様性の力でイノベーションを」【鈴木委員】
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東京圏への転入超過

 男性よりも女性のほうが地方から都会へ転出している。

 大学進学となる15～19歳よりも、就職時期となる20～24歳での女性転出が顕著。

２-１．次代を担う世代が考えるくらし方・働き方

（資料出所）国土審議会計画部会（第５回）参考資料
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男女別東京圏への転入超過数

 近年、東京圏への女性の転入超過数は、男性の転入超過数を上回って推移。

 コロナ禍により男女ともに東京圏への転入超過数は減少。

２-１．次代を担う世代が考えるくらし方・働き方

（資料出所）国土審議会計画部会（第５回）参考資料
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女性の地方流出と仕事に対する意識

 女性の地方流出と仕事に対する意識とは相関関係がみられ、意欲的な仕事を求めて１都３県

や大阪に転出する傾向がある。男性も同様の傾向が見られる。

２-１．次代を担う世代が考えるくらし方・働き方

（資料出所）国土審議会計画部会（第５回）参考資料
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東京圏への移住の背景

 東京圏への移住の背景となった地元事情としては「仕事」や「進学先」関係の割合が高い。

 また、生活における「利便性」や「娯楽」、「閉塞感」等と回答する人も一定数存在し、

特に女性においてその傾向は強い。

２-１．次代を担う世代が考えるくらし方・働き方

（資料出所）国土審議会計画部会（第５回）参考資料
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女性が活躍する上で従業員が感じている課題

 女性が活躍する上で従業員が感じている課題は「女性は男性と比べて家庭責任が重い

イメージがあること」が５割以上と最も多い。

 育児や介護の支援に関する公的サービスについても課題感を感じている。

２－2．女性のキャリアアップに関する意識

（資料出所）東京都産業労働局「令和３年度東京都男女雇用平等参画状況調査」を再編・加工
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 従業員が必要だと思う取組は「出産や育児などによる休業がハンディとならないよう

な人事制度の導入」が６割以上と最も多い

 女性の回答としては、社会全体の気運醸成や管理職への積極的な登用、パート等から

の正規雇用転換の割合も比較的多い

２－2．女性のキャリアアップに関する意識

（資料出所）東京都産業労働局「令和３年度東京都男女雇用平等参画状況調査」を再編・加工

女性が活躍する上で従業員必要だと思う取組
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管理職を引き受ける理由

 管理職を引き受ける理由は男女ともに「自分自身が成長できるから」が最も多く、

女性は8割以上が選択

２－2．女性のキャリアアップに関する意識

（資料出所）東京都産業労働局「令和３年度東京都男女雇用平等参画状況調査」を再編・加工
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「仕事での昇進」20代時点での考え方

 年代別にみると女性は、「長く続けたい」「昇進できる」「いずれは管理職」の全項目で

「若年層」で割合が高い

 特に「昇進できる」は41.2 ％、「いずれは管理職」は30.2 ％と「28 -39 歳」と比べて5％

ポイント以上高い。

２－2．女性のキャリアアップに関する意識

※20代の人は現在どう思っているか、30～60代の人は20代の頃どう思っていたかについて回答。

（資料出所）内閣府「令和４年度新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査報告書」を再編・加工



参考資料



令和5年

８月30日 第４回東京くらし方会議

９月25日 経済対策についての岸田総理記者会見

＜参考＞政府における少子化対策や働き方・社会保障等に関する検討の動き

・「１３０万円の壁」については、被用者保険の適用拡大を推進するとともに、まずは「１０６万円の壁」を乗

り越えるための支援策を強力に講じてまいります。

・具体的には、事業主が労働者に「１０６万円の壁」を超えることに伴い、手取り収入が減少しないよう支給

する社会保険適用促進手当、これを創設いたします。こうした手当の創設や、賃上げで労働者の収入を増

加させる取組を行った事業主に対し、労働者１人当たり最大５０万円を支給する助成金の新メニュー、こ

れを創設いたします。

・こうした支援によって、社会保険料を国が実質的に軽減し、「壁」を越えても、給与収入の増加に応じて手取

り収入が増加するようにしてまいります。政府としては「１０６万円の壁」を乗り越える方、全てを支援してま

いります。

・現在の賃金水準や就業時間から推計して、既に目の前に「就労の壁」を感じておられると想定される方々は

もとより、今後、「壁」に近づく可能性がある全ての方が「壁」を乗り越えられるよう機動的に支援できる仕組

みを整え、そのための予算上の措置を講じてまいります。
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令和5年

９月27日 新しい資本主義実現会議（第22回）

新しい資本主義の推進についての重点事項（案）

 10月２日 こども未来戦略会議（第７回）

 10月４日 全世代型社会保障構築会議（第14回）

 10月 経済対策取りまとめ予定

 12月 こども未来戦略策定予定

＜参考＞政府における少子化対策や働き方・社会保障等に関する検討の動き

２．地方・中堅中小企業等を含めた持続的賃上げ、所得向上の実現

○中小企業等についての賃上げ税制について、繰越控除・措置の期限の在り方等減税措置の強化を検討

○ 「年収の壁」を乗り越えるための支援を来月から実施するとともに、正しい制度理解、認識を周知

○非正規雇用労働者の正規化を加速化するため、有期雇用労働者等を正社員化する場合の支援措置を

強化するとともに、対象となる有期雇用労働者の雇用期間の制限を緩和
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＜参考＞政府における少子化対策や働き方・社会保障等に関する検討の動き

「年収の壁・支援強化パッケージ」

 人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことがで

きる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策（支援強化パッケージ）に取り

組むこととし、早急に開始する。

 さらに、制度の見直しに取り組む。
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（資料出所）厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策を再編・加工


